
会計年度時給制保育所保育士採用選考受験申込書 

 
             令和  年   月   日現在  

ふ り が な  

昭和 
  年  月  日生 

平成 

 

氏 名 

 

 

ふ り が な  電話（    ）  

   －  

現 住 所 

 

〒 

 
携帯（    ）  

   － 

ふ り が な  通知先希望 電話（    ）  

   －  

連 絡 先 

 

（ 現住所以外に連絡先がある 場合のみ記入し 、 右の
通知先希望欄の 該当に ○で 囲ん で く だ さ い ）  

〒         

現 住 所 以 外

への連絡を  

1． 希望する  

２ ． 希望し ない 

携帯（    ）  

   － 

 

 

 

学 

 

 

 

歴 

 

 

最終学歴から 順に中学校卒業ま でを記入し てく ださ い。  

期 間 学 校 名 学 部 ・ 学 科 名 

     年  月から  

     年  月まで 
 

    年  月から  

     年  月まで 

    年  月から  

     年  月まで 

    年  月から  

     年  月まで 

 

 

 

職 

 

 

 

歴 

学校（ 最終学歴） 卒業以降の職歴の状況を新し いも のから 順に記入し てく ださ い。  

期 間 勤 務 先 職 務 内 容 

     年  月から  

    年  月ま で 

   年  月から  

     年  月まで 

     年  月から  

     年  月まで 

     年  月から  

     年  月まで 

資

格 

免

許 

名 称 取 扱 機 関 取 得 年 月 日 

  

 

写真貼付 

 

（ 4cm×3cm ）  



特 技 ・ 趣 味 な ど  

 

保 育 業 務 経 験 の 内 容 

※こ れま でに経験し た保育所等の業務の内容（ 施設種別、 担当業務、 経験期間等） についてでき る だ
け具体的に記入し てく ださ い。  

 

筆記試験欄（ テーマ「 自身が目標と する 保育」 について 100 字程度で記入し てく ださ い。 ）  

                    

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        
 

勤務希望地 

第一希望        園 第二希望        園 第三希望        園 

希望の勤務時間等 

 

採用後の兼業の予定（ 勤務先、 勤務時間等）  

有  ・   無 

 

※会計年度任用職員（ フルタ イ ム勤務） 及び臨時的任用職員については、 地方公務員法第 38 条の規定

によ り 、 任命権者によ る 許可を受けなければ、 営利企業への従事等をする こ と ができ ま せん。  

※会計年度任用職員（ 短時間勤務） については、 任命権者によ る 許可は必要あり ま せんが、 採用後、

状況に変更があった場合にはその都度報告し てく ださ い。  

下記の事項の該当、 非該当を○で囲む 

１ .  拘禁刑以上の刑に処せら れ、 その執行を終わる ま で又はその執行を受ける こ と がなく なる

ま での者                                      該 当     非該当 

２ .  名古屋市において懲戒免職の処分を受け、 当該処分の日から 二年を経過し ない者 

                          該 当     非該当 

３ .  日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又はその下に成立し た政府を暴力で破壊す

る こ と を主張する 政党その他の団体を結成し 、 又はこ れに加入し た者 

                                                 該 当     非該当 

  ４ ． 平成 11 年改正前の民法の規定によ る 準禁治産の宣告を受けている 者（ 心神耗弱を原因と す

る も の以外）                  該 当     非該当 

５ ． 児童生徒性暴力等を行ったこ と によ る 保育士登録の取り 消し の有無 

                          有       無 

６ ． 児童福祉法等の一部を改正する 法律に基づく 、 保育士特定登録取消者管理システムにて照

会を行う こ と への了承               する      し ない 

上記のと おり 相違ないこ と を 誓約し ま す。  

令和   年   月   日 

氏 名               

（ 自署）  

 



 

誓約書 
 

私は、 名古屋市役所の採用選考に際し、 以下の事項を誓約いたし ます。  
 

１ .  私は、 別紙記載の、 令和８ 年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び

民間教育保育等事業者によ る児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す

る法律（ 令和６ 年法律第 69 号） 第２ 条第８ 項に規定する特定性犯罪事実該当

者ではあり ません。  

※ なお、 本誓約書署名時に同法第２ 条第７ 項第６ 号が委任する政令が制定

さ れていない場合であっても 、 青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条

例における 同号イ から ニに定める 行為に対する 罰則について、 前科がない

こ と （ 当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該当し ないこ と ） を、 本誓

約書をも って誓約いたします。  

２ .  採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり 、 事実

と 異なる申告は一切いたし ません。  

 

令和 ８ 年 ６ 月  日 

           氏 名（ 自署）                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 参照条文）  

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（ 令和６ 年法律

第69 号）（ 抄）  

（ 定義）  

第二条（ 略）  

７  こ の法律において「 特定性犯罪」 と は、 次に掲げる罪をいう 。  

一 刑法（ 明治四十年法律第四十五号） 第百七十六条、 第百七十七条、 第百七十九条から第百八十二条まで、 第二

百四十一条第一項若しく は第三項又は第二百四十三条（ 同項の罪に係る部分に限る。） の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（ 昭和五年法律第九号） 第四条の罪（ 刑法第二百四十一条第一項の罪を犯

す行為に係るも のに限る。）  

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、 児童ポルノ に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（ 平成十一年法律第五十

二号） 第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関

する法律（ 令和五年法律第六十七号） 第二条から 第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、 次のイから ニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものと して政令で定

めるも の 

イ みだり に人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなく て、 人の通常衣服で隠さ れている下着若しく は身体をのぞき見し、 若しく は写真機その他

の機器（ 以下こ のロにおいて「 写真機等」 と いう 。） を用いて撮影し、 又は当該下着若しく は身体を撮影する

目的で写真機等を差し向け、 若しく は設置する行為 

ハ みだり に卑わいな言動をする行為（ イ又はロに掲げるものを除く 。）  

ニ 児童と 性交し、 又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８  こ の法律において「 特定性犯罪事実該当者」 と は、 次の各号のいずれかに該当する者をいう 。  

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（ その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者（ 当該

執行猶予の言渡しが取り 消された者を除く 。 次号において「 執行猶予者」 と いう 。） を除く 。） であって、 その刑

の執行を終わり 、 又は執行を受けるこ と がなく なった日から起算して二十年を経過しないもの 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のう ち執行猶予者であって、 当該裁判が確定した日か

ら起算して十年を経過しないも の 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、  

その刑の執行を終わり 、 又は執行を受けるこ と がなく なった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（ 改正前の刑法に規定する罪についてのこ の法律の適用関係）  

第二条 第二条第七項（ 第一号に係る部分に限る。） の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪と み

なす。  

一 刑法の一部を改正する法律（ 平成二十九年法律第七十二号。 次項において「 刑法一部改正法」 と いう 。） による

改正前の刑法第百七十八条の二、 第百八十一条第三項若しく は第二百四十一条の罪又はこれら の罪の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（ 令和五年法律第六十六号） 第一条の規定による改正前の刑法第百

七十六条から第百七十八条までの罪又はこ れらの罪の未遂罪 

２  第二条第七項（ 第二号に係る部分に限る。） の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改

正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（ 刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の

罪又はその未遂罪を犯す行為に係るも のに限る。） は、 同号に掲げる罪と みなす。  

（ 懲役を言い渡す裁判についてのこ の法律の適用関係）  

第三条 第二条第八項（ 第一号及び第二号に係る部分に限る。） 及び第三十四条第二項（ 第一号並びに第二号ロ及びホ

に係る部分に限る。） の規定の適用については、 刑法等の一部を改正する法律（ 令和四年法律第六十七号） 第二条の

規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、 拘禁刑又はその全部

の執行猶予を言い渡す裁判と みなす。  

 

※第２ 条第７ 項第６ 号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律施行令（ 令和７ 年政令第440 号）（ 抄） 第２ 条及び附則第２ 項に掲げる条例（ 各都道府県のいわゆる迷

惑防止条例及び青少年健全育成条例） で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のい

ずれかを罰するものをいう 。  

別紙 


